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中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について

（第六次答申）」の概要

二輪車の排出ガス低減対策

（必要性）

○ 我が国の浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）、二酸化窒素（ＮＯ２）等による大気汚

染が依然として厳しい状況にある。

○ 二輪車の自動車全体に占める炭化水素（ＨＣ）の排出寄与率が約２０％と

高い。

○ 飛躍的に進歩したガソリン自動車の排出ガス低減技術を応用し、二輪車か

らの排出ガスの一層の低減が可能となった。また、欧米でも規制強化が予

定されている。

※　自動車からのＨＣの排出低減は、大気中の二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び光化

学オキシダントの濃度低減、有害大気汚染物質の排出低減に効果がある。

（目標値及び達成時期）

○ 平成１８年から１９年にかけて、現行規制に比べ、ＨＣについては車種に

より７５％～８５％低減、窒素酸化物（ＮＯｘ）については５０％低減、

一酸化炭素（ＣＯ）については８５％低減する。

○ これにより、世界で最も厳しいレベルの目標値となる。

○ 二輪車の自動車全体に占めるＨＣの排出寄与率が高いことを踏まえ、ＨＣ

の低減に重点を置いて規制を強化し、ＮＯｘ及びＣＯはＨＣを最大限低減

した上で達成できるレベルに設定した。

　　　なお、ＰＭについては、ほとんど排出されないことから、従来から排出

ガス規制の対象としていない（欧米も同様）。
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特殊自動車の排出ガス低減対策

１．概要

　　　特殊自動車の自動車全体に占める排出寄与率（平成12 年度）は、粒子

状物質（ＰＭ）で約１５％、ＮＯｘで約３２％と高いため、ＰＭ、ＮＯｘ

の低減に重点を置いたディーゼル特殊自動車の規制基準を強化する。

　　　また、新たにガソリン・ＬＰＧ特殊自動車を規制対象に追加する。

２．ディーゼル特殊自動車の規制強化

ア．平成１８年から２０年にかけて、ＰＭ、ＮＯｘについては、定格出力範

囲ごとに、現行規制に比べ約2～５割低減する。

イ．同時期に行われる欧米規制よりも特にＰＭで厳しく、世界最高水準とな

る。

※ただし、米国ではＰＭを約９５％、ＮＯｘを約９０％カット等意欲的な基

準を盛り込んだ 2011 年からのディーゼル特殊自動車の規制強化案が公

表されている。

３．新たにガソリン・ＬＰＧ特殊自動車を規制対象に追加

ア．平成１９年末までに規制を導入する。

イ．ＮＯｘ、ＨＣについては、同時期に行われる米国規制よりも厳しい目標

値となる。（欧州は規制無し）

４．その他

　ア．公道を走行しない特殊自動車（いわゆるオフロード車）に対する排出ガ

ス規制の導入について今後検討する。

イ．ディーゼル特殊自動車について、平成２２年（2010 年）頃にはＤＰＦ

等の後処理装置を前提とした大幅な規制強化を行うこととし、詳細は今後

検討する。
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新たな排出ガス低減目標値

１． 二輪車

自動車等の種別 窒素酸化物 炭化水素 一酸化炭素 目標達成年

第一種原動機付自転車
0.15g/km

▲50%

0.5g/km

▲75%

2.0g/km

▲85%
平成18年

第二種原動機付自転車
0.15g/km

▲50%

0.5g/km

▲75%

2.0g/km

▲85%
平成19年

軽二輪自動車
0.15g/km

▲50%

0.3g/km

▲85%

2.0g/km

▲85%
平成18年

小型二輪自動車
0.15g/km

▲50%

0.3g/km

▲85%

2.0g/km

▲85%
平成19年

※ 表中の▲の数字は我が国の4ｽﾄﾛｰｸ車の現行規制値からのおおよその削減率を示す。
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２．ディーゼル特殊自動車

自動車の種別 窒素酸化物 炭化水素 一酸化炭素 粒子状物質
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

黒煙

目標

達成年

定格出力が19kW以上

37kW未満のもの

6.0g/kWh

▲25%

1.0g/kWh

▲33%

5.0g/kWh

0%

0.4g/kWh

▲50%
40% 平成19年

 定格出力が

 37kW以上

 5６kW未満

 のもの

0.3g/kWh

▲25%
35%

定格出力が

37kW以上

75kW未満

のもの  定格出力が

 5６kW以上

 75kW未満

 のもの

4.0g/kWh

▲43%

0.7g/kWh

▲46%

5.0g/kWh

0%

0.25g/kWh

▲38%
30%

平成20年

定格出力が75kW以上

130kW未満のもの

3.6g/kWh

▲40%

0.4g/kWh

▲60%

5.0g/kWh

0%

0.2g/kWh

▲33%
25% 平成19年

定格出力が130kW以上

560kW未満のもの

3.6g/kWh

▲40%

0.4g/kWh

▲60%

3.5g/kWh

0%

0.17g/kWh

▲15%
25% 平成18年

※ 表中の▲の数字は我が国の平成15年規制値からの削減率を示す。

３．ガソリン・ＬＰＧ特殊自動車

自動車の種別 窒素酸化物 炭化水素 一酸化炭素 目標達成年

 定格出力が19kW以上

  560kW未満のもの
0.6g/kWh 0.6g/kWh 20.0g/kWh 平成19年
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○規制値の各国比較図

※ 米国規制値は 50cc 以上について、NOx+HC=1.4g/km（2006 年）となっている。

※欧州は規制導入を現在検討中

単 位：g / k W h
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0.5

0.15

0.3
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単位:g/km
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ディーゼル特殊自動車規制値比較図
単 位 ：g/kWh

デ ィー ゼ ル 特 殊 自 動 車 （１９ｋｗ－３７ｋｗ）
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欧 米 次 期 規 制 値 案

日 本 次 期 規 制 値 案

日本平成１５年規制

ＰＭ

ＮＯｘ

0.4  0 .6  0 .81 .01 .5
ＨＣ

HC+NOx　7.5

デ ィ ー ゼ ル 特 殊 自 動 車 （３７ｋｗ－７５ｋｗ）
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欧 米 次 期 規 制 値 案

日 本 次 期 規 制 値 案
（37-56kw )

日 本 次 期 規 制 値 案
（56-75kw )

日本平成１５年規制

ＰＭ0.25     0 .40.71.3ＨＣ

ＮＯｘ

HC+NOx　4.7
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デ ィー ゼ ル 特 殊 自 動 車 （７５ｋｗ－１３０ｋｗ）
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ＰＭ
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ＮＯｘ

HC+NOx　4.0

デ ィ ー ゼ ル 特 殊 自 動 車 （１３０ｋｗ－５６０ｋｗ）
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